
○草津市立教育研究所規則 

昭和５５年４月１日 

教委規則第３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、草津市立教育研究所設置条例（昭和５５年草津市条例第７号。以

下「条例」という。）第７条の規定に基づき、草津市立教育研究所（以下「研究所」

という。）の組織、管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員） 

第２条 研究所に次の職員を置く。 

(1) 所長 １人 

(2) 研究主事 若干人 

(3) 教育研究所指導主事 若干人 

(4) その他必要な事務に従事する職員 若干人 

２ 前項に定めるもののほか、研究所の事務を処理させるため、必要な職員を置くこと

ができる。 

（職務） 

第３条 所長は上司の命を受け、研究所の事業を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

２ 研究主事は、上司の命を受け、担当事務を処理し教育に関する専門的事項の研究に

あたる。 

３ 教育研究所指導主事は、上司の命を受け、担当事務を処理し教育に関する専門的事

項の指導事務に従事する。 

４ その他必要とする職員は、上司の命を受け、事務に従事する。 

（専決事項） 

第４条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。 

(1) 教育研究所の行う各種事業の企画実施に関すること。 

(2) 教育研究所の管理および運営ならびに職員の服務に関する軽易な事項に関する

こと。 

(3) 草津市教育委員会事務決裁規程（昭和５２年草津市教育委員会訓令第３号）別

表第１号および第３号の課長の専決事項に関すること。 



（分掌事務） 

第５条 研究所の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 研究所の広報広聴に関すること。 

(2) 設備、備品等の維持管理に関すること。 

(3) 公印の保守に関すること。 

(4) 文書の収受発送および保存に関すること。 

(5) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。 

(6) 教育資料の収集、保管および利用に関すること。 

(7) 教育図書資料室、教科書センターおよび視聴覚ライブラリーの経営に関するこ

と。 

(8) 教育に関する専門的・技術的な指導に関すること。 

(9) 教育関係職員の研修に関すること。 

(10) 教育相談に関すること。 

(11) 研究協力員の指導に関すること。 

(12) 研究所の一般庶務に関すること。 

（研究員） 

第６条 研究所に研究員をおくことができる。 

２ 研究員は、教育に関する研究に従事する。 

（研究部） 

第７条 教育に関する調査研究の充実を図るために、研究所に専門の研究部をおくこと

ができる。 

２ 研究部には、調査研究に協力する研究協力員を置くことができる。 

３ 研究協力員は、教職員のうちから所長が推薦し、教育長が委嘱する。 

（草津市立教育研究所運営委員会） 

第８条 草津市立教育研究所運営委員会（以下「運営委員会」という。）の委員は、次

に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、または任命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 草津市校長会の代表 

(3) 草津市園長・所長会の代表 



(4) 草津市教頭会の代表 

(5) 草津市立小中学校教員の代表 

(6) 草津市社会教育委員の代表 

(7) 公募による草津市立小中学校保護者 

(8) 草津市同和教育推進協議会の代表 

(9) 公募による市民 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

３ 運営委員会に、会長および副会長をそれぞれ１人置き、委員の互選により選出する。 

４ 運営委員会の会長は、運営委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

５ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

６ 運営委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集する。 

７ 会議は委員の過半数の出席をもって成立する。 

８ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決す

るところによる。 

９ 運営委員会は、必要に応じて専門の事項を調査研究し、および資料を収集するため、

小委員会を置くことができる。 

１０ 運営委員会の庶務は、教育研究所において処理する。 

１１ この条項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。 

（委任） 

第９条 この規則に定めることのほか、必要な事項は教育長が定める。 

付 則 

この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

付 則（昭和６１年４月１日教委規則第３号） 

この規則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

付 則（平成１０年４月１日教委規則第４号） 

この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 



付 則（平成１８年３月３１日教委規則第７号）抄 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則（平成２５年４月１日教委規則第７号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則（平成２５年５月３１日教委規則第１１号） 

この規則は、平成２５年６月１日から施行する。 

付 則（平成２６年８月１日教委規則第１７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２８年４月１日教委規則第７号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則（平成３０年３月３０日教委規則第４号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年３月２９日教委規則第４号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則（令和４年１０月２４日教委規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


